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雜

機
關
行
爲
と
國
家
の
責
任

村

田

岩

次

郞

題
し
て
機
断
行
爲
と
國
家
の
責
任〜

•

云
ふ
、
然
れ
ど
名 

1

般
機
關
行
爲
に
就
て
叙
す
る
は
本
論
の
目
的
と
す
る
所 

に
あ
ら
^

、
予
輩
は
唯
此
ー
小
論
文
に
於
.て
國
家
に
對
し 

特Q
C?

服
從
關
係
に
立
つ
國
家
機
關
の
不
法
行
爲
ょ
'CS

生
^

 

る
民
事
上
の
責
任
の
歸
所
を
闡
明
せ
ん
と
欲
す
る
名
の
な 

れ
ば
從
て
論
述
の
M

H

著
し
く
限
定
せ
ら
る
ゝ
は
裳
に
已 

む
を
得
次
る
な
6

、
夫
れ
吾
人
は
論
理
の
法
廷
に
在
6

て 

fe
®

上
告
抗
告
の
無
限
の
權
利
を
有
す
、
況
ん
ゃ
當
間
題 

の
如
き
未
だ
充
分
硏
究
の
餘
地
を
存
す
る
名
の
あ
る
に
於 

，
て
を
や
、
予
咐
菲
オ
を
顧
み
#

敢
て
玆
に
卑
見
を
it

ず
る 

所
以
亦
實
に
此
に
在
て
存
す
る
也
。

99

偖
而
當
問
題
を
解
す
るlc
t

6

て
は
先
づ
其̂

^

に
橫

は
る
國
家
、
國
家
機
關
、
及
ぴ
痼
人
相
互
の
間
に
存
す
る 

i

一
 一

谢
的
關
係
を
明
か
な
ら
しo

る
を
以
て
JH

當
な
る
結
論 

に
到
達
す
る
必
要
な
る
前
提
な6
と
思
1

す
。

國
家
と
國
家
機
關
と
の
關
係
は
人
格
の
關
係
に
ぁ
ら
步 

國
家
機
關
は
人
格
者̂

る
國
家
の
權
㈣

を
行
使
し
其
の
國 

權
行
使
の
範
圍
と
し
て
一
定
の
權
限
を有
す
、
唯
夫
れ
法 

律
は
特
別
規
定
を
以
て
國
家
機
關
を
$

一

 

個
獨
立
の
人
格 

者
と
し
て
取
极
ふ
場
合
を
存
す
る
の
み
、

(

明
治
一|

士
一
年 

法
律
第
二
十
八
號
第一

條
C

於
て
帝
國
議
會
の
起
訴
權 

を
.
^め
^

6)

r

し
て
國
家
人
格
を
主
張
す
る
名
の
は
屢 

國
家
を
以
て
法
人
な6

i
解
す
、
是
卽
ち
反
對
論
者
よ6
 

「

法
人
の
存
在
は
法
律
の
承
認
を
要
件
と
す
、
而
し
て
^

#
 

は
：國
家
の
制
定
す
る
所
な6

、
然
る
に
法
律
の
制
定
者
杧 

る
國
家
が
法
人
な-CN

i

云
ふ
は
末
を
以
て
本
を
論
せ
ん
と 

す
る
^P

の
豈
に
暇
は
^
る
を
得
ん
や

」

と
の
_
笑
を
貿
ふ 

所
以
な
6

、
然
れ
ど
？
此
嘲
樊
は
必
し
當
ら
梦
、
何
と
な 

れ
ば
法
律
の
制
定
者
杧
る
國
家
は
法
律
の
規
定
に
依
6

法 

律
上
自
己
の
人
格
を
承
認
せ
し
：め
.得
次
る
の
理
な
け
れ
ば



100

雜

錄

元
來
法
人

I

語

其

の

.
名

の

名

決

し

て

適

霧

る
 

'

ノ|

=

と
云
ふ
可
か
ら
岁
、
«
し
權
利
義
務
の
主
體
た
る
自 

然
人
名
亦
法_y
依
つ
で
承
認
せ
ざ
れ
法
の
範
圍
に
於
て
其 

存
在
を
有
す
る
者
な
れ
ば
I

、
法

上

の

慕
A
!

，
 

A

の
單
獨
A
格
を
基
礎
と
し
所
附
法
A

(

人
を
基
礎
と
す
一 

る)

は
钹
數
自
然
人
の
人
格
S

織
-
£

1

 j

1

j 

格
と
し
て
法
律
上
取
扱
は
る
、
S

の
を
指
稱
す
比
點
に
於j 

て
國
家
名
亦
實
質
上
明
か
に
法
入
な
/

、唯
：-

國

家

は

法
\

」

で
.ふ
法
の
謇
を
缺
く
の
み
、抽
象
的
な
る
國
家
の 

爲
处
に
其
の
意
志
を
構
成
し
決
定
し
發
表
し
叹
執
行
す
る 

名
の
是
卽
ち
國
家
の
機
關
な
.o
.、
3
れ
ば
國
家
機
關
が
其 

職
f

行
ふ
5

の
行
f

外
？

？

る

關

評

に

れj 

画
家
行
爲
と
し
て
の
効
力
を
有
し
少
く
と
^

^
家
行
爲
と| 

し
て
の
推
定
を
受
く
、
從
つ
て
國
家
機
關
舣
不
法
に
職
權

其
の
機
關
行
爲
f
•違
法
叉
は
不
當
i
し
て
取

る

限

一
 

/
;は
適
法
な
る
■
家
行
爲
と
し
て
効
力
を
有
す
、
卽
ち
、 

民
を
拘
束
す
る
の
カ

ぞ

、
但
し
明
f

系

法

行
爲
■に

3
0

對
し
て
は
不
法
處
分
を
受
く
可
き
個
入
は
之
に
®
&
す
る 

S
法
律
上
.無
責
任
の
範
®
4
-逸
せ
^
る
限
6
は
其
%

m
行 

爲
よ
ろ
生
f

.
責
任
I

ふ
こ
と
な
し
、
然
忭
ど 

杭
は
緊
急
の
必
要
に
迫
ら
れ
且
つ
他
に
選
ぶ
S

手
段
U
.
 

力
ろ
し
こ
-こ
を
要
件〜

-す
、
然
ら
^
る
場
合
に
冷
C

は
訴 

厭
に
依
ろ
叉
は
行
政
訴
訟
に
依
6
て
不
法
處
分
の
取
像
變 

\

M
を
請
求
す
可
き
g
是
等
の
救
濟
手
段
は
共
に
不
法
處
分 

の
取
消
變
S
な
る
消
極
的
効
果
を
有
す
る
に
止
ま
6

其
處 

分
の
結
果 

t る x
^
o
r
u
m

 c
e
s
s
a
s

 
及
沈
u
3
3
g
m 

emer- 

I
C

C

を
補
償
囘
復
す
f

の
に
あ
ら
岁
、
其
の
之
を
襯 

j

償
间
復
す
る
&
爲
め
に
は
別
に
損
窖
賠
償
の
訴
を
提
起
す

:
關
係
は
A

格

の

瞿
I

參

、
而
しy

屢

機

關

を

構

成
す
る
官
®
は
國
家
に
對
し
て
特
別
服
從
關
係
に
立
つ
 ヽ

是
卽
T
.官
吏
の
不
法
行
爲
に
依
み
第
三
者
に
加
へ
’女
る 

損
害
に
付
て
責
任
有
無
を
決
定
す
る
場
合
に
於
て
；；

p
^

#•
丄
其
職
務
義
務
を
考
察
す
る
を
要
す
る
所
以
な
6

、

^

一
モ
假
令
被
害
者
、

&
國
家
に
對
し
.て
其
職
務
上
の
義
務
の

ヰ

 

一：

-一

^

_

_

I

I

 

. 

.

.

.

內
容
に
從
ひ
tt
る
行
動
を
要
求
す
る
こ
と
を
得
次
る
場
合 

に
於
て
名
官
吏
が
其
の
職
務
義
務
に
違
反
し
t
る
結
果
と 

し
て
第
三
者
に
及
ぼ
し
杧
る
損
害
に
對
し
て
は
之
财
責
に 

任
せ
次
る
可
か
ら
支
、
，之
i
同
脖
に
其
の
.職
務
上
の
地
位 

'1
C
於
.て
無
責
任
な
る
場
合
r
於
て
は
■
❖
個
人
に
損
害
を 

及
ぼ
す
名
其
の
責
に
任
^
る
こ
と
な
き
な
6
、(

二)

.國
家 

機
關
と
個
人
と
の
關
係
に
於
て
は
國
家
機
關
ギ
其
職
權
を 

,
行
ふ
一
.切
の
行
爲
t
e適
法
な
る
國
家
行
爲
と
し
て
の
推
定 

を
受
く
、
3
れ
ば
其
の
機
關
の
不
法
行
爲
を
し
で
機
關
杧 

る
地
位
に
あ
る
自
然
人
の
私
行
杧
る
乙
と
を
確
定
し
從
つ 

v

國
家
行
爲
と
し
て
のJ

般
的
劲
力
を
消
滅
せ
し
む
.る
爲 

め
に
は
國
家
は
一
定
の
機
關
を
通
匕
て
之
を
取
消
3 

fる 

可
か
ら
少
、
是
を
以
て
取
#

^
の
不
法
行
政
IC
#
て
»
國 

家
亦
責
任
を
免
る
、
名
の
に
あ
ら
す
、(

三)

國
家
i
個
人 

と
の
.關
係
に
於V

は
國
家
に
不
法
行
政
を
强
制
す
る
の
權 

利
な
く
個
人
に
之
を
甘
受
す
る
の
義
務
な
し
'
不
法
處
分 

に
對
し
てS

訴
願
叉
は
行
政
訴
設
に
依
6
之
'

S

取
浪
變
更 

■1
0

1

を
請
求
す
可
く
叉

*

害
賠
償
の
訴

に

依
6
國
家
叉

は

^

法

雜

錄

行
爲
の
當
事
者
杧
る
官
吏
を
し
て
賠
償
責
任
を
果
さ
し
ひ 

可
し
、
伹
し
責
任
除
却
の
•原
因
叉
は
責
任
轉
嫁
の理
由
存 

す
る
と
き
は
此
限
に
あ
ら
ず

C

以
上
叙
述
し
-^

る
所
は
官
丧
の
不
法
行
爲
ょ6
生
岁
る 

貴
任
の
歸
所
を
論
梦
る
に
當
，リ
て
必
要
な
る
前
提
を
な
す 

然
ら
ば
此
前
提
は
果
し
て
如
何
な
る
結
論
を
か
產
む
。

現
行
法
中
民
法
に
於
て
は
宫
吏
の
 

一
M

貴
任
に
關
す
る 

規
定
を
存
せ
支
、
唯
馑
に
刑
事
訴
訟
法
第
十
四
條
、
戸
籍 

法
第
六
條
、
不
動
產
登
記
法
第
士

1

一
條
等
に
特
別
規
定
を 

存
す
る
の
み
、
若
夫
れ
是
等
の
特
別
規
定
を
以
て
民
法
の 

一
般
規
定
の
例
外
な6
.と
認
め
ん
か
、
主
觀
的
要
#
と
し 

V、

は
故
意
叉
は
過
失
あ6
客
觀
的
要
件
と
し
て
は
也
人
の 

權
利
を
.侵
害
し
杧
る
の
事
*
あ
ら
ん
に
は
是
れ
疑
ぢ
な
く 

不
法
行
爲
に
し
て
不
法
行
爲
の
當
事
者
は
其
の
不
法
行
爲 

1C

付
て
の
責
任
を
«
»す
る
を
原
則
と
す
る
於
故
に
官a
 

は
其
不
法
行
爲
の
故
意
に
因
る
と
過
失
に
因
る
と
を
問
は 

ず
原
則
と
し
て
該
不
法
行
爲
ょ6
生
^
る
責
任
を
負
擔
せ 

次
る
可
か
ら
ず
と
論
結
せざ

,?
>
を
得
^
、
是
れ
果
し
て
至

,
1
0
1

_
I
■
1
I
■
I
闕
II

1III



當
な
る
か
。

或
は
云
ふ「

右
の
特
別
規
定
は
官
史
無
責
任
の
原
如
に 

對
す
る
‘例
外
規
定
に
し
て
其
の
規
定
以
外
の
場
合
疒
於
て 

.
は
敌
意
に
因
る
と
過
失
に
因
るi
を
問
は
ず
官
吏
は
全
然 

不
法
行
爲
に
對
し
て
責
に
任
岁
る
こ
と
な
し

I

と
、
是
1 

果
し
て
至
當
な
る
か
。

夫
れ
行
政
事
務
は
甚
だ
複
雜
せ6

、.
行
政
法
規
は
爾
勺 

公
法
中
最
遲
れ
て
發
達
し
今
日
に
於
てS
亦
最
不
備
を
極 

o

、
'此
不
完
全
な
る
法
規
に
據6
複
雑
な
る
行
政
事
務
を 

處
理
す
、
縱
令
虛
心
坦
懷
ー
片
の
私
心
を
挾
ま
ず
勵
精
誠 

實
以
て
其
の
事
務
を
執
る̂P

#

ほ
多
少
の
-過
失
あ
る
は
辱 

て

兔
る
可
か
委
、
然
I

1

々

產

對

しV/
官
吏
の
民 

事
責
任
を
間
ふ
於
如
き
は
憐
れ
む
可
き
官
吏
に
過
重
の
負
：
 

擔
を
課
す
る
名
の
、
酷
に
失
す
と
云
ふ
可
し
、
兄
ん
P

行 

改
官
吏
を
し
て 

く
權
烕
と
果
斷
i

を
缺S

し
む
る
は
行 

政
全
體
の
利
害
ょ
み見
て
決
し
て
得
策
と
云
ふ
可
か
.ら
次 

る

を

や

吾

人

の

第I

說
に
替
す
る
能
は
次
る
點
は
卽
兹

然
れ
と
S
叉
官
吏
於
故
意
に
其
職
權
を
艦
用
す
る
$
尙 

ほ
其
の
霍
を
間
ふ
可
か
ら
参
と
な
す
は
是
れ
立
憲
法
&
 

の
大
精
神
大
原
則
と
矛
盾
す
る
名
の
に
し
て
第
二
說
の
採 

\

用
す
可
か
ら
f

a
第
一
說
の
賛
す
可
嘗
次 

|

に
よ
6
多
く
の
且
强
き
理
由
と
根
據
と
を
育
す
る
名 

|

云
ふ
可
し
。 

.

予
輩
を
以
て
之
を
見
れ
ば
前
揭
の
特
別
規
定
の
原
則
卽 

|

ち
妒
償
責
任
の
有
無
到
定
の
標
準
を
敌
意
叉
は
*
:̂
®

^

|

の
有
無
.に
取
る
の
主
義
を.1

般
行
政
官
に
對
し
て
ヌ
準
B

す
可
き
急
な
-

C
W
J

霉

、
蓋
し
裁
判
官
の
如
き
違
法
叉 

一
は
錯
誤
裁
判
に由

..

0
生
^
允
る
損
害
を
賠
償
す
る
責
注
な 

く
、
唯
故
意
叉
は
重
大
I

過
失
に
由
ろ
損
害
を
加
へ
把 

る
と
き
は
民
事
責
任
を〖

負
®
す
と
云
ふ
名
司
法
官
の
不 

法
裁
判
に
於
け
^
尙
ほ
行
政
官
の
不
法
處
分
に
於
け
る
}
 

i
#

し
其
間
に
實
質
上
の
相
違
あ
6
と
信
梦
可
か
ら
す
、
t
 

P-
籍
SE
登
記
官
吏
の
賠
償
責
任
に
關
す
る
#
別
規
定
の
存

以
て
す
る
？
尙
ほ
過
失
1
き
を
保
し
難
き
が
爲
め
な
ろ
、

103

然
れ
ど
名
是
れ
決
し
て
戸
籍
吏
、..登
記
官
吏
の
事
務
に
限 

ら
.る
可
き
特
質
に
あ
ら
す
しV

 

.1;

般
行
政
官
の
行
政
事
務 

に
於
け
る
關
係
名
亦
同
匕
、
輕
過
失
無
責
任
の
利
益
は
決
- 

し 
て
戸
籍
吏
、整
記
官
吏
の
獨
.占
す
可
き
，名
の
に
あ
ら
ず
、
 

然
^p

此
原
則
を
一
般
行
政
官
に
對
し
て
認
む
る
こ
i

の
官 

吏
責
任
負
檐
能
力
ょ
ん
觀
察
し
叉
行
政
全
體
の
利
害
ょ
6
 

打
算
し
て
至
當
且
つ
有
利
な
る
t

と
前
*

の
如
し
、
是
れ 

前
記
特
別
規
定
の
原
則
を
一
般
行
政
官
に
準
用
せ
ん
と
す 

る
所
以
な
6

、要
は
法
規
を
以
て
.之
を
確
定
す
る
に
.在
6
0
.

以
上
述
べ
杧
る
所
は
單
に
官
吏
責
任
の
有
無
に
關
す
る 

問
題
に
し
て
國
m

i

官
吏
と
の
間
に
於
け
る
責
任
歸
所
の 

問
題
に
對
し
て
は
何
等
の
解
答
を
與
ベ
*
る
名
の
に
あ
ら 

岁
、
是
れ
ょ
6

論
せ
ん
Z

す
所
の
名
の
は
卽
ち
夫
れ
、.
而 

し
<
是
れ
本
論
の
本
論
を
な
す
名
の
な
6

。

偖
而
國
家
の
人
格
は1

あ
6

て
ニ
あ
る
乙
と
な
し
、
然 

6

と
雖
國
家
於
#

令
權
の
主
體
卽
ち
所
謂̂
^

oIT
*
l
b
i
o
k
t 

と
し
<

活
動
す
る
場
合
と
私
人
と
對
當
の
地
位
に
立
ち
て
' 

所

謂R
e
c
L
t
s
s
u
b
j
e
k
t

 

i

b
て
行
動
す
る
場
合
と
を
區
別

雜

錄

す
る
は
責
任
歸
所
の
問
題
を
解
決
す
る
上
に
於
て
特
に
其 

の
必
要
を
威
せ
梦
ん
ば
あ
ら.ず
、
蓋
し
後
の
場
合
に
於
て 

は
私
法
規
定
の
準
用
を#
定
す
ふ
乙
と
容
易
に
し
<
叉
至 

當
な
る
に
反
し
前
の
場
合
に
在6

y

 

t
t然
ら
ぎ
れ
ば
な
6
 

國
家
於
明
示
の
意
思
表
示
に
依
6

て
私
法
に
M
す
る
乙
と 

を
承
認
し
把
る
場
合
換
言
す
れ
ば
法
令
を
以
て
之
を
規
定 

し
杧
る
場
合
に
於
て
國
家
舣
私
法
に
服
す
る
は
固
ょ
6

明 

於
な
6

と
雖
名
又
國
家
は
暗
默
の
承
認
に
依6
換
言
す
れ 

ば
國
家
於
個
人
に
對
し
事
實
上
私
法
的
關
係
に
立
つ
己
と 

に
依
6
,私
法
の
適
用
を
受
く
る
乙i

あ
-り
、
而
し
<
此
場 

合
に
於
て
國
家
が
私
法
に
服
す
るC
と
を
承
認
し
欠
る
名 

の
と
推
定
す
る
の
根
！̂

邊
に
存
せ
6

や
と
云
ふ
に
P
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s
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o
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i
c
"
h
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3
.
u
c
i
l

aQi6, 

icli g
e
o
r
d
n
e
t

 s
e
i
n

 S
O
I
L

て
の1

句
以
て
能
く
之
を
說
き
得 

祀
6

と
信
す
、k

に
私
法
規
定
の
準
用
を是
認
す
と
せ
ば 

更
に
第
二
の
問
題
を
生
す
、
第
二
の
問
題
と
は
何
ぞ
、
卽

T
o
ヨ
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雜
-

綠

ち
法
人
責
任
の
規
定
に
依
る
可
き
ゃ
、
使
用
者
責
^
の
«
 

定
に
依
る
可
き
や
.
、
.將
杧
又|

般
不
法
行
爲
者
責
任
®
绳 

定
に
侬
る
可
き
や
、V

ふ
問
题
な
6
、「

國
家
は
法
大
と
す」

.

て
.多
法
の
宣
言
免
發
見
せ
梦
と
雖
そ
國
家
财
實
質
上
法
人
；

. 

た

る

こ

と

前

言

の

如

し

.、

果

し

て

然

ら

ぱ

第

一

說
の
至
當 

•«
•

石
ゐ
と
明
白
な
-
o

i云
ふ
贺
し
、
是
を
以

て
國
家
機

關' 

4

:t
e

v
福
家
の
所
謂
權
利
作
用
を
行
ふ
官
吏
の
.不
法
行
爲 

ic
#

v

:は
法
A

責
任
の
規
定
を
準
用
す
可
き
な̂
;

S、

之

に 

反
し
て

官

吏

の

‘不

法

行

爲

が

全

く

宫

班

の

身

分

を

有

す

る
 

個
人
の
.私
行
た
る
性
質
を
有
す
る場

合

に

於

.て

は

一

般
不 

法
行
爲
者
の
寶
任
規
定に
依
る
可
く
、
又

官

東

に

あ

ら
^
 

る
官
廳
の
被
傭
人
の

不

法行
爲
に
付

て
は
使
用
者
責
任1|
. 

定
を
#

用
す
可
き
な
'

C
S
D

-;
國
家
於
所
®

R
e
c
h
t
s
s
u
b
j
e
k
t

と
し
て
行
動
す
る
湯
へ
ロ 

に
於
て
..私
接
規
淀
を
準
用
す
る

は

「

同

欉
の
關
係

は

同

欉

 

に
規
淀
せ
ら
る」

て
ふ
源
則
の
結
果
な
る
於
故
に
國
家
淤 

所
®

M
a
c
h
t
s
u
b
j
e
k
t

と

し

て

.活

動

す

る

場

合

は

當

然

私

潘
規
文
.の
準
ぶ
を
見
る
名
の
に
あ
ら
少
、
ぎ
吏
み
不
法
行

-

〜 

.
•
•
.
.

1
。

四

爲
に
因
る
責
任
歸
所
の
重
要
なる

間
題

は

國

家

活

動

の

比

 

方
面
に
於
て
生
起
すo 

:

.

:

官
吏
の
不
法
行
爲
ギ
故
意
叉
は
重
大
な
る
過
失
に
因
ら 

次
る
場
合
は
其
の
責
任
を
免
除
す
可
き.正
.當
な
る
理
由
の 

一
存
す
る
こ
i

前
に
述
べ
f

、
是
れ
藝
理
の
-命
令
に
あ 

一
ら
t

て
實
際
行
政
上
の
利
害
ょ
打
算
しf

解
I

 

j : 

6

輕
過
失
責
任
免
除
の
場
合
に
於
て
は
特
に
國

家

の

責

 

\

任
を
認
.む
可
き
確
乎
ft

る
理
由
の
存
す
る
こ
と
は
後
に
東 

一
ぶ
る
こ
と
、
し
兹
に
は
先
づ
官it
の
不
法
行
爲
に
付
て
國 

一
家
其
貴
に
任
す
可
き
一
般
的
原
因
を
講
究
す
べ
し
。

.

1
'派
の
論
者
は
日
く「

宫
吏
の
行
爲
は
卽
ち
國
家
の
行 

爲
な
6

、
國
家
は
決
し
て
他
人
の
不
法
行
爲
に
付
て
任
責 

一
す
る
に
あ
ら
ず
し
て
國
家
自
體
の
行
爲
に
付
て
任
責
す
る 

;

に
外
な
ら
^」

i

、

\
w
I
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i
z
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M
. 

s
b
p

然
れ
ど
.？
之
に
對
しV、

官
吏
の
行
爲
は
官
*
の
行
爲
に 

しV

國
家
行
爲
に
あ
ら
^」

と
の
反
駿
を
加
ふ
る
名
の
あ 

ら
^

其
の
反
駿
は
却
つ
<
官
斑
行
爲
の
法
律
上
の
性
質
を 

誤
解
せ
し
む
る
の
虞
な
し
と
せ
ず
、
或
は
云
ふ
、

「

官
班
の 

適
法
行
爲
の
み
國
家
行
爲
な6」

と
、
3

れ
ど
官
吏
、

S

國 

家
の
機
關
と
し
<

其
職
權
を
行
ふ
.ー
切
の
行
爲
は
國
家
行 

爲
と
しv

の
廣
き
推
定
を
受
く
、
此
點
に
於
<
適
法
行
爲 

石
不
法
行
爲
と
を
區
別
す
る
要
な
し
、
而
し
<
官
吏
の
行 

爲
.と
は
官
吏
於
國
家
機
關
と
し<
其
の
職
權
を
行
务
場 

合
を
指
す
名
.の
な
.
6
、
故

に「

宫
«
の
行
爲
は
國
家
の
行 

爲
な
.

と
は
官
吏
の
行
爲
は
國
家
.の
行
爲
と
し
て
の
推 

定
を
受
く」

i

云
矛
意U

解
し
て
こ
そ
始
め
てJE
當
な
6
 

と
云
ふ
可
し
。
•

r

..
官
吏
の
不
法
行
爲
は
國
家
の
不
法
行
爲
な
ん
と
す
る
の 

論
者
は
.國
家
.に
不
法
行
爲
能
力
ある
乙
と
を
肯
定
せ
ぎ
る 

可
か
ら
ず
、
而
し
て
國
家
に
不
法
行
爲
能
力
あ6

と
な
す 

i
p

の
は
法
A

に
不
法
行
爲
能
力
あ
る
乙
と
を
名
肯*
す
、

'

,

滌

法
人
の
不
法
行
爲
能
力
を
否
識
す
るS

の
は
日
く「

法
人 

の
行
爲
能
力
は
權
利
.能
力
の
範
圍
外
に
脫
出
す
る
を
得 

す
、
是
れ
民
法
の
規
定
に.徵
す
る
^p

明
か
な
6

、
卽
ち
法
人 

j

は
法
.令
の
規
定
に
從
ひ
定
款
叉
は
寄
附
行
爲
に
因6

て
定 

ま
/
リ
杧
る
目
的
の
範
圍
»

に
於
て
權
利
を
有
し
義
務
を
負 

ふ(

民
法
第
四
十
三
條.
T

あ
り
、
然
ら
ば
卽
ち
法
人
の
行 

:

爲
能
カ
は
ネ
«

行
爲
.に
及
ぶ
能
は
次
る
は
自
明
の
，理

L
4

あ 

一
ら
梦
や 

一
1
C
.

|: 

:

く
と
^

p

菲
才
な
る
予
に
取
6

て
は
是
れ
決
し
て
自
明 

二
ヴ
理
に
あ
ら
次
る
な6
、
蓋
し
民
法
同
條
の
規
定«

法
人( 

_
の
權
1

カ
の
§

を
限
定
し
杧
る
者
に
し
て
決
し
て
行 

.
爲
能
力
の
範
園
を
法
定
し̂

る
名
の
に
あ
ら
^

れ
ば
な
6
. 

|

積
極
論
者
ft

日

く「

法
人
、

S

惡
を
な
す
能
は
^
と
は
無
意 

-
味
の
乙
と
な
-り
、
法
人%

行
爲
を
な
す
を
得̂

と
云
は
 ̂

|

si
r
ち
止
む
、
&

律
が
法
人
の
«

1;

を
?|
:

|]
§

し

欠

る

以

上

其
 

の
行
爲
に
#

v

正
不
正
の
存
す
る
は
法
人
と
雖
ど
名
自
然 

人
と
異
な
る
乙
と
な
し
、
法
人
は1

定
の
目
的
範
II

外
に 

於
て
哒
在
人
^
る
を
得
チ
と
は
一
理
な
き
に
あ
ら
次
る
ぢ

1
9

五
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故
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T A
f

目
的
は
元
來
抽
象
的
に
し
て
叉
一
定
すf

之
を 

遂
行
す
I

體
的
手

段

に

？
て
.

#

に

千

態

萬

様
f

 

哥
く
叉
不

法-
^
'

-
o

違

法

把

ろ

得

べ

き

な

6

、
.
卽

ち

法\

こ
h 

不

法

行

爲

能

力

.あ
る
は
之
を
疑
ふ
可.か
ら
ず」

と
、

(vgi I
g
n
y
.
s
y
s
t
l

 

§
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 Gierke, G
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e
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i
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 verschulden, §. 
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.
法
A

の
不
法
行
爲
能
力
は
其
權
利
能
力
を
前
提

と

す

る

 

者
に
あ
ら
岁
、
法
人
グ
不
法
行
爲
能
カ
を
有
す
る
は
意
昆 

#

力
及
び
行
爲
能
力
を
有
す
る
當
然
叉

必

然

の

結

果

&

。

ごF
e
s
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n
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e
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t

 

del* person, 

s V
e
r
M
n
d
e
.

 S.6
?)

オ
•
の
.信
す
る
所
を
以
て
す
れ
ば
國
家
の
不
法
行
爲
能
力

1
0六

マ

丨
必
し
$

法
人
^

法
行
爲
能
カ
を
前
提
と
す
る
を
耍
せ
梦 

ほ
し
國
家U

夫
れ
自
體U

於
て
法
の
制
定
者
に
し
て
' 

义
铿 

承
の
II

設
者
女
れ
ば
な
，

o

 

>

唯
夫
れ
法
治
國
家
に
年
：6

て 

\

は
國
家
に
不
法
行
政
を
強
制
す
る
の
權
利な
く
人
民U

之 

j

を
甘
受
す
る
の
義
務
なき
の
み
。

一
宫
吏
於
國
家
の
機8
と
し
て
其
の
職
權
.を
行
ふ
一
切
の 

j

行

爲

は

醫

な
る
簾

行

爲
i

し
て
S

定
を
受
く
る
こ 

\ 

i
前
言
の
如
し
從
つ
て
官
吏

&

不
法
に
職
權
を
行
；

3

允
る 

一.*
合
i

雖
ど
名
取
消
3

れ
次
る
限
6

は
人
民
を
拘
朿
す
る 

の
，
力

あ

ろ

、
但
し
其
の
拘
束
力
は
適
法
な
る
國
家
行
爲
と 

ノ
し
て
の
推
定
に
基
く
者
な
る
於
故
に
反
對
の
理
由
あ
る
限 

| 

6

«

個
人
と
雖
'名
之
に
抵
抗
す
る乙
と
を
得
、
.
而
し
て
其 

の
個
人
の
抵
抗
行
爲
が
法
律
上
無
責
任
の
限
界
を
遛
越
せ 

次
る
限
6

は
其
の
抵
抗
行
爲
に
付
て
責
に
任
^
る
こ
と
な 

•〕
ff
i
,
解
i

る
勿
れ
、其
の

無
責
任
な
る
は
行
爲
のt
w

lc 

於

て

霍

除

却

の

督

存

せ

し

於

爲

め

に

し

て

馨
吏

の

 

行
爲
似
當
然
國
家
行
爲
と
し
て
の
劾
力
な
き
於
爲
め
に
あ 

ら
次
I

、
奔

S

其Q

宫
S

行
爲
S

果
S

餘
？

i

l

I

I
1

I ,

IIII1|
111
1

1

07

の
に
及
ぶ
場
合
に
於
て
其
の
営
吏
行
爲
於
適
法
な
る
國
家 

Jf-
T
爲
と
し
て
遵
泰
せ
ら
る
、
こ
と
は
固
よ6
妨
ぐ
る
所
に 

非
ず
、
，
盖
し
斯&

る
場
合
に
於
て
名

個
人
に
抵
抗
の
^

 ̂

な
け
れ
ば
な
'
^、
論
者
或
は
難̂

る
な
ら
ん
、
國
家
行
爲j 

と
しy

の
效
力
を
附
與
し
乍
ら
個
人
に
抵
抗
權
を
認
む
る
一 

は
明
白
な
る
矛
腐
に
あ
ら
古
や

」

と
、
然
れ
ど
？
官

吏

行\ 

爲
は
國
家
行
爲
と
し
て
の
廣
き
推
定
を
受
く
る$

o -
な
る
一 

こ
と
は
前
述
'の
如
し
、
果
し
て
然
ら
ば
一
方
に
於
で
適
法.

| 

な
る
國
家
行
爲
と
しV

A
民
を
拘
束
す
る
官
吏
行
爲
が
他
一 

方
に
於
て
官
史
の
身
分
を
有
す
る
個
人
の
私
行
と
し
て
抵

； 

抗
せ
ら
る
、
は
敢
<

妨
け
次
る
に
あ
ら
岁
や
、
之
を
以
て 

矛盾なす

る
名
^

»
已
む
卜
得
ざ
る
の
矛
盾
.に
し
て 

譜
む
可
き
に
あ
ら̂

る
な
6

0 

旣
に
官
吏
の
不
法
行
爲
が
直
に
國
家
の
不
法
行
爲
と
看 

做r
o

る
く
に
あ
ら
岁
と
せ»
國
家
»

如
何
に
し
て
官
吏
の’ 

.不
法
行
爲
に
付
て
任
賫
す
る/p
、
吾
人
の
解
答
は
箇
單
な 

6
、
日
く「

若
し
^P'

官
吏
の
不
法
行
爲'似
官
变
た
.る
個
人
の 

私
行
^

る
に
业
嗳
ら
ば
人
民
を
拘
朿
す
る
の
カ
な
し
、
然

雜

錄

'

名
之
に
國
家
行
爲
杧
る
の
推
定
を
下
し
人
民
を
拘
*
^
る 

の
力
を
與
へ
杧
る
以
上
は
其
不
法
處
分
の
顼
消
前
に
於
て 

第
三
者
に
加
へ
杧
る
損
害
に
對
し
て
は
國
家
は
全
然
無
責 

任
な
る
能
は
ぎ
る
な
ろ」

と
、
國
家
責
任
の
理
由
は
此
ー 

點
に
あ
6
と
云
ふ
名
大
過
な
し
、
1

れ
官
吏
の
不
法
行 

爲
於
輕
a
失
に
因
る
場
合
に
於
て
は
㈱

に
H
家
責
任
の
理 

由
を
强
ひ
る
事
情
存
す
る
の
み
、
然
ら
ば
其
の
事
情
と
は 

何
を&

云
ふ
、
抑
％
官
吏
の
輕
過
失
無
責
任
を
認
む
る
主 

，冗
る
理
由
は
之
を
認
む
る
乙
I

が
緒
局
行
政
全
體
の
上
よ 

,ゥ
見
て
有
利
在
れ
ば
な
6

、
而
て
行
政
は
社
會
の
爲
め
の 

行
政
な
6

、
故
に
行
政
金
體
の
利
益
の
爲
に
は
社
會
に
於 

て
危
險
を
負
擔
す
る
の
理
由
存
す
、
而
し
て
社
會
金
體
を 

し
て
危
險
を
負
檐
せ
し
む
る
方
法
は
國
家
に
賠
償
責
任
を 

認
む
る
に
あ

6
、
是
れ
卽
ち
輕
過
失
無
責
任
の
原
則
を
®
 

む
る
揚
合
に
於
て
將
に
國
家
責
任
の
理
由
を
强
む
る
所
以 

な
6

、
.然
6

而
し
て
此
の
事
情
は
叉
吾
人
を
し
て
官
吏
の 

輕
過
失
に
因
る
^
法
行
爲
の
場
合
に
在
ら
て
は
國
家
の
負 

檐
は
責
任
の
全
範
圍
に
及
ぶ
名
の
な
る
こ
i
を
肯
定
せ
し

i
o
七
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:

雜
錄

 

：

5

八

之
^

?

行
ヾ
宫
班
の
故
意
叉
は
重
大

f

過
共
同
行
爲
ぁ

4

る
場
合

.と
、，

三

)

f

s

果
に
對
す 

び

”

場
:|

に
於
て
は
出
來
得
る

f

 

I

し
て
る
事
實
上
の
共
同
行
爲

t

、f

場

八

け

 

t#

れ
^

^

H

i

!果
S

む
可
く
圈

f

單
に
官
東
賠

I

得
、
前
者
は
刑
法
上
に
於
て

M
i
l
e
l
f
t

と 

償
”

足

雾

|

し
て
の
み
補
充
的
責
任
に
任

|

会
へ
し

5

は
れ
民
事
老
於
て
は

G
e
l
s
l
l
e
h
e

 

u
n
-

 

な
、

. 

^安
&
-
.
g
g
•を
構
成
す
る
名
の
な

6

、
f
t®
/)
不

i

、 

f 

O
M
a
u
s
i
l
a
g
.
g
g
.

を
^

成
す
る
名
の
な 
6

、
ft
f

f

i/)
^

.、

ほ

票
s

f

個

人

罄

擊

？

Q

標

審

I

s

產

的

£

1

叉

篇

失
s

f

要
f

け
云
^

履

は
U

對
抗
權
麗
に
依
ヴ
て
其
S

し
客
観
的
§

共
同
行
爲
に
依
る
損
害
I

生
を
I

と

f

i

M

0

 

I

s

?

、
翼

e

二
人
以
上
I

產

謀

し

て

下

⑩
容
r
依
.
て̂
個
人
か
f

岁
ん
ば
f

多
く
の
損
害
を|

法
行
爲
を
敢
.て
し
た
ろ
と
せ
ん4

、

則
ち
兹
に
責
任
の
共 

蒙
る
可
き
其
危
險
範
圍
を
縮
少
す
る
を
得
可
く
其
危
險
範
一
同
存
在
す
と
沄
ふ
、
然
れど

下

宫

JJ
y上
&

の
-命
^b > 

{

#

藺
の
縮
少
せ
，ら
る
、
丈
け
國
康
の
貴
任
は|

す
8

な
し
絕
對
服
從
の
義
務
を
有
し
下
官
の
自
由
意
思
に
基
く

5 ! 

ろ
、
故
に
.個
人
I

抗
權
認
容
I

家
個
人
S

方
に
取

j

s

余
地
全
く
存
せ
f

場
合
に
於
て
下
宫
、が
上
S

1

 

A
y
<
^
^
A
y 

I

令
の
不
法
な
る
を
知
み
つ
、
之
に
眼
從
し
其
の
洁
1

と
し 

.
氟
6

に
責
任
の
轉
嫁
' 

共
同
及
び
競
合
の
各
場
合
に付

I

て
第
三
者
に
損
害
を
及
ぼ
す名
下
宫
は
之
に
时
，

;

何
等
貴 

き一 
j

す
べ
し
、
抑
名
不
法
行
爲
の
因
果
覆
の
當
事
者

I
を

德

己

と

な
し
、是
れ
刑
法
上
の
§

H

H

f

7
J

1

以
て
終
る
I

t

梦
、
M l

し

て

加

雪

褪i

の

事

巧
合
を
分
つ
て(

一)

數
人
％
原
因
に
對
す
る
意
思
共
通
の
結
果
に
對
し
て
事
實
上
の
共
同
關
係
ぁ
る
名
故
意
叉
は
過

109

失
の
共
通
な
き
場
合
あ
6

、
雨
しV

*.
場
合
に
ニ
つ
あ
6
 

1

は
數
入
の
共
同
關
係
を
前
提
と
す
る
に
あ
ら
ぎ
れ
-ば
不 

法
，行
爲
の
成
立
せ
^

6

し
場
合
に
しy

他
は
數
人
の
共
同 

關
係
を
以v

不
法
行
爲
成
立
の
前
提
要
件
と
な
^

r
る
名

\ 

之
有
6

る
'が
爲
め
其
の
結
果
を
增
大
し
t
る
場
合
な
6
 

前
の
揚
合u

在
り
て
は
其
の
不
法
行
爲
の
當
事
者
各
々
損 

窖
の
全
部
の
賠
償
に
任
せ
ざ
る
可&

ら
ず
、
.然
れ
ど
名
若 

し
其
の
結
果
が
到
底
豫
測
す
可
か
ら
次
る
狀
態
に
在
6

<
 

然
名
他
の
共
同
原
因
の
加
は
6

允
る
爲
め
不
測
の
^
果

を

、
 

爲
5

し
め
^
る
場
合
に
あ
6
<
は
過
失
の
心
的
要
素
す
ら
一 

名
存
在
せ
故
に
其
の
當
事
者
の
一
方
の
み
賠
償
責
一 

任
を
負
檐
す
、，
後
の
場
合
に
在
も
て
は
加
害
者
は
各
々
其 

の
加
害
部
分
に
對
し
て
賠
償
貴
任
に
任
卞
、
被
害
者
多
數 

の
場
合
に
在
ら
て
&
各
被
害
者
は
各
自
被
害
部
分
に
付
き

其

の

蜃

备

求

し
5

し
、

I

馨

者

側

ょ
6

見
れ1

I

害
者
の
樊
け

f

の
■

行
I

f

書
の
に 

外
な
ら
梦
、
而
し.て
加
害
者
側
ょ
6

見
れ
ば
責
任
の
競
合 

存
す
る
な
6

、
貴
任
競
合
の
場
合»
此

場

<
ロ
に
限
■ら

れ

女

雜

錄
 

.

る
に
あ
ら
ず
、
官
吏
が
不
法
職
權
を
行
ひ
一
方
に
於
<
は 

民
事
上
の
賠
償
責
任
に
任
ず
可
く
他
方
に
於
て
tt

刑
法
上 

の
責
任
の
競
<

ロ
を
見
る
な
6
 

Q 

以
上
論
述
し
^

る
所
に
依
ヶ
吾
人
は
左
の
如
き
結
論
に

刳
達
し
得
^

る
こ
と
を
宣
明
す
。』

- )

國
家
舣
所
謂
R

o

&ur
s
b
j
e
k
t
と
しV

行
動
す
る
場 

.
{

合
に
在
6

て
ft

宫
S

の
不
法
行
爲
ょ
6

生
ず
る
&
任 

la
-

'國
家
直
接
之
を
負
擔
す
、
是
れ
法
人
責
任
の
規
& 

を
國
庫
に
準
用
す
る
の
結
渠
な6
、

' 

,
 

T
Tfa

家
が
所
謂
^p

o
h
t
s
u
b
j
e
k
t

と
し
て
活
翦
す
る̂
 

.1
合
に
在
6

て
は
國
家
軍
獨
に
或
は
不
法
行- «
の
當
事 

者
*

る
官
吏
と
共
同
に
責
任
を
負*
す
"

官
吏
の
不
法
行
爲
に
付
て
名
國
家
貴
任
あ6

と
な
す 

i

は
取
消
前
の̂

法
行
政
に
付
<

は
國
家
全
然
無
S
M任 

\

な
る
を
得
ず
と
な
す
の
結
果
な6

、

ぎ
東
責
任
の
有
無
は
故
意
叉
は
重
過
失
の
有
無
に
依 

つV

決
す
、
是
れ
刑
訴
第
十
四
條
、
不
動
產
登
記
法 

第
十
三
條
、
芦
籍
法
第
六
條
等
の
規
定
の
精
神
を
一

1

0
九



般
行
政
宫
に
及
ぼ
す
可
し
と
な
す
の
結
果
な
ろ
、
 

官
吏
の
不
法
行
爲
妒
故
意
叉
は
重
過
失
に
因
る
と
き 

.
ぬ
官
赏
主
た
る
賫
任
に
任
^
國
家
は
單
に
鞴
充
的
責 

.
任
を
負
*
す
可
き
の
み

,宫
束
の
不
法
行
爲
於
輕
過
失
に

因

る

i

き

は

官

吏

其

 

の
責U

任
5

、
是
れ
其
の
責
任
を
間
は
次
る
こ

と
 

S

行
政
全
體
の
上
ょ
6

見

て

有

利

な

の
#
6

に

根
據
を
置
く 

の
な
-0、 

；<

行
政
は
社
會
の
爲
め
の
行
政
な

も

、

故

に

行

政

全

體

| 

の
利
益
の
爲
め
に
は
社
會
全
體
に
於
て
危
險
を

«

^

 

望
の
理
由
存
す
、
是
れ
宫
吏
輕
過
失
責
任
免
除
と\ 

國
家
賠
償
責
任
i

の
間
に
密
接
の
關
係
あ
6
と
な
す 

所
以
也
。(

完) 

j

國

際

法

上

及

國

法

上

の

主

權

\ 

川

端

審
 

一二

| 

1

M

.

論

\ 

\iA
類
■

同
生
活
の
本
能
を
有
し
有
無
相
通
f

巷
 

史
も
研
究
に
於
て
旣y

明
？

其
A
類
の
.團
體
た
I

鲁

か
其
|

霖

|

質

を

唐

し

其

馨
£

の
社
#7

と 

論

相

通

？
に
至
る
は
是
亦
社
會
心
蒙
社
會
學
等
の 

一
襖
究
を
俟
つ
て
後
に
知
る
べ
き
事
柄
に
名
屬
せ
す
一
の
'a：
. 

售
ナ
る
蘭
家
が
他
の
國
家
と
交
通
ず
る
は
決
し
て
缚
^

>̂

現

f

 
f

屋

I

戈

類

s

f

 
®

因
す
る

J

と

明
1

4

4
ど
I

f

 

f
の
大
f

於
S

何

事

 

名
腫
家
を
對
象
4

f

ベ

か

參

H

i

限
i 

し
て
硏
淹
し
馨Q

理
を
將
め
次
る
ベ
か
ら
ず
國
家
以
^
- 

に 

.

a
家
ょ
6
偉
大
に
し
s

f

銃
轄
せ
f

の
あ

i

 

想
像
す
ベ
か
ら
す
必
梦
や
諸
般
の

事

項

は

國

家

を

單

汝

と

 

し
叉
國
家
を
大

極

と

し
て
究
明
す
ベ

き

を

相

當

i
言

ず

祝

ん
や
法
と
云
ふ
立
脚
點
に
立
つ
名
の
は
國
家
以
上
の
偉
大

 

.

國

家

の
*i

質

な
る
％
の
を
見
識
に
揷
入
す
べ
か
ら
次
る
に
於
<
を
や
然
原
始
脖
代
に
於
て
は
經
濟
發
達
せ
申
水
草
を
追
ふ
て
遊 

る
に
世
間
往

に々

し

て

此
ff
i
圍
を
腕
却
し
何
事
に
i
れ
論
牧
す
る
者
は
土
地
の
私
有
な
る
^

の̂
を
知
ら
申
又
國
家
な
, 

及
す
る
名
の
あ
6
是
誤
れ
る
の
甚
し
き
％
の
に
.し
て
是
卽
|
る
觀
念
の
存
せ
ざ
6

し
脖
は
國
家
の
領
土
名
存
在
せ
次
6
 

ち
純
正
哲
學
の
見
地
以
外
に
許
す
ベ
沪
ら
次
る
の
觀
念
に
し
と
雖
名
同
族
相
寄
6
異
姓
は
階
老
同
穴
の
生
活
を
爲
し 

屬
す
^

:
す
べ
き
名
の
な
6

i
信
チ 

\

子
孫
繁
殖
す
る
に
至
6

て
は
或
土
地
を
卜
し
て
定
住
す
る 

| 

法
は
國
家
を
極
限
と
し
て
策
位
と
し
<
講
究
す
べ
.

|

に
至
ち
其
團
體
の
習
俗
を
生
匕
遂
に
は
其
團
體
の
場
所
的 

| 

. 

の
と
信
ず
國
家
以
外
に
精
神
的
の
國
家
の
存
ず
と
言
ひ
し
十
根
據
を
創
設
す
而
し
て
腕
以
て
團
體
の
上
に
立
ち
意
思
以

は
宗
敎
の
觀
念
に
屬
し
き
國
家
以
外
に.具
體
的
の
法
典
の(

て
圃
體
の
上
に
支
酡
す
る
に
至
套
權
カ
的
根
據
を
發
生 

一
 

.

存
在
し
國
家
を
支
配
す
る
と
言
ふ
於
如
き.は
是
名
亦
法
理
一
す# ？
次
斯
く
の
如
き
の
圑
體
多
數
生
梦
る
に
至
れ
ば
土
地

の
上
ょ
6
許
す
ベ
か
ら
^
-̂

經
る
べ
於
ら
^
る
名
の
«

6
一
 

の
境
界
は
愈
明
確
と
な
6
地
圖
の
彩
色
は
複
雜
と
な
6
明

,
 

一
 

而
し
て
國
際
法
は
理
論
ょ
6
名
寧
ろ
慣
習
に
甚
礎
を
置
く
暸
と
な
る
而
し
て
相
互
に
侵
す
こ
と
を
許
.
3
$る
に
：至
る 

i 

' 

舣
故
に
未
だ
法
理
の
發
達
せ
る
名
の
少
く
其
觀
念
說
明
隔
然
れ
ど
$
半
面
に
於
て
相
互
經
濟
上
の
交
通
は
之
を
免
く 

I: 

靴
搔
殚
の
感
な
き
能
は
ず
吾
人
法
學
に
淺
く
從
つV

法
理
一
能
は
ず
圑
體
員
と
團
體
員
と
の
交
通
は
纏
が
て
團
體
其
名 

一：
. 

.に
暗
し
然
6
と
雖
名
識
6
得
女
る
智
を
經
と
し
思
索
を
求
一
の
と
の
間
に
交
通
を
發
生
す
る
に
至
る
。

一
：

 

め
之
を

縫
と
し
て
自
己
の
信
梦
る
所
を
述
ぶるは

學
生
の
.

敍
を
以
て
國
家
的
觀
念
の
.要
素
は
人
民
を
要
し
土
地
と 

i:

' 

本
分
な
6

日
本
國
の
此
ニ
法
上
の
主
權
の
見
地
に
立
ち<
 

要
し
是
等
を
統
¥

ぺ
き
權
力
を
要
す
る
を
見
る
國
寒
咚 

i
.

11
1
—

於
^
«

せ
ん
と
ず
。 

非
る
野
巒
人
に
名
尙
且
つ
替
長
の
存
す
る
の
理
玆
に
李
，

雜

錄


